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令和元年豊能町議会７月会議会議録（第１号） 

 

年 月 日 令和元年７月８日（月） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １２名 

       １番 長澤 正秀      ２番 田中 龍一 

       ３番 中川 敦司      ４番 寺脇 直子 

       ５番 管野英美子      ６番 永谷 幸弘 

       ７番 井川 佳子      ８番 小寺 正人 

       ９番 秋元美智子     １０番 高尾 靖子 

      １１番 西岡 義克     １２番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  塩川 恒敏      副 町 長  池上 成之 

教 育 長  森田 雅彦      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  上浦  登      建設環境部長  上畑 光明 

教 育 次 長  八木 一史 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  立川 哲也 

書 記  田中 尚子 
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議 事 日 程 

令和元年７月８日（月）午前１１時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 第４０号議案 工事請負契約の締結について 

日程第 ３ 第４１号議案 動産の取得について 
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開会 午前１１時００分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和元年

豊能町議会７月会議を開会いたします。 

  会議に当たりまして、町長より挨拶がご

ざいます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆さん、おはようございます。 

  豊能町議会７月会議に際しまして御挨拶

申し上げます。 

  本日は大変御多用の中お集まりをいただ

きましてありがとうございます。 

  本日の提出議案は２件でございます。よ

ろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

  この時期になりますと、議会運営委員会

の中でも中川議員が御説明をされてました

けれども、梅雨、防災に関して非常に心配

するところでございますけれども、１点だ

け、短い時間ですけど報告させていただき

ます。 

  先般７月３日の日なんですけれども、全

国町村長を東京のほうに集めて訓話が実は

ございました。危機管理というところで山

本防災担当大臣より大雨そして洪水に関す

る警報が５段階に変更されたということに

際して、さまざまな取り組みをするように

という御指示がありました。 

  大きく、中では２点ほどございまして、

ちょうど九州のほうも大変な被害が想定で

きるときでございましたので、強い形で御

指示がございました。 

  その内容の１点目というのは、自助・共

助の取り組み強化をすること、わかりやす

い情報提供をすることということで、早目

早目の指示、そして空振りになっても構わ

ないから発信をしてくれということでした

けれども、その後、避難勧告があって、全

ての収容ができない状態の露見をしたとい

うところがありますけれども、その前の段

階でございました。 

  それからもう一つの指示は人材育成、そ

れをしっかりしろということの御指示がご

ざいました。なかなか町村においては人材

の確保というのが非常に難しい、１人とい

うことではなくて、全国の町村の平均では0.

３とかぐらいのレベルでしかないというこ

とですけれども、防災に対する認識をしっ

かり持った人間がどれだけいるかというこ

とですので、その者について、町長に対し

てしっかりと人材育成をするようにという

ような御指示がございました。 

  きょうは２件の御審議ということで、お

時間限られておりますので、少し、御報告

に関してはこの１件だけということにさせ

ていただきます。 

  本日もどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  なお、７月会議の会議期間は、本日１日

といたします。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本会の会議録署名議員は、会議規則第１

２３条の規定により５番・管野英美子議員

及び７番・井川佳子議員を指名いたします。 

  日程第２「第４０号議案 工事請負契約

の締結について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それでは、第４０号議案、工事請負契約

の締結について御説明申し上げます。 
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  議案書の１ページ、２ページをお開き願

います。 

  本件は、豊能町立スポーツセンターシー

トス空調設備改修工事の請負契約の締結に

ついて、当該契約が議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条

例第２条に規定する契約であることから、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。 

  まず１点目、契約の目的でございますが、

豊能町立スポーツセンターシートス空調設

備改修工事でございます。 

  ２点目、契約金額は、9,８５６万円でご

ざいます。 

  ３点目、契約の相手方は、大阪市北区南

森町２丁目４番３２号、柳生設備株式会社、

代表取締役福地文雄でございます。 

  ４点目、契約の方法は制限付一般競争入

札でございます。 

  なお、本件の応札者は２者、予定価格は

消費税込みで１億３１８万円、落札率は９5.

５％でございました。 

  工期は議会の議決日の翌日から令和元年

１１月５日まででございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  管野です。 

  工期についてお尋ねをします。工事期間

は１２０日と伺いましたが、営業停止する

場合の影響、一つ目は利用者への返金をど

のようになさるのかということと、２点目、

指定管理料はどのようになるのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  取りかえ工事の場合のシートスへの営業

への影響について御質問等ございましたけ

ども、空調設備の取りかえ期間中につきま

しては、確かにシートスはプールだけにな

るか全体になるかわかりませんけども営業

に影響が発生することが考えられておりま

す。工期につきましては１２０日を予定し

ております。今後、業務への影響がどれぐ

らい出るかを調整の上、考えなければいけ

ないんですけども、影響が出る場合はシー

トスのほう売り上げがその分落ちるという

ことで、その分を指定管理料で賄って、増

額で賄っていかなければならないかという

ことを考えておるところでございます。 

  また、事前に休止をする期間がわかって

おりましたら、月利用者にはその分の引い

た額で契約するとか、また後日に返金する

とか、そういうことを考えていきたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今の返金のことや、休止をする場合、広

報をしっかりとしていただけるのか伺いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えします。 

  工事の日程が決まりましたら、広報「と

よの」やホームページ、またスポーツフェ

スティバルのイベント、また館内への掲示

において周知したいというふうに考えてお

ります。また、登録者には通知を行い、シ
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ートスのホームページや町のホームページ

にも記載して周知を図っていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  今回契約の相手方として上げられている

会社ですね。柳生設備株式会社について、

主な業績とそれから町内で業績があれば教

えてください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず町内での業績でございますけども、

柳生設備につきましては町内での業績はご

ざいませんが、大阪府内におきましては業

績があるというようなことでございます。

具体的な業績につきまして、今、手元には

ございませんけども、入札参加資格を登録

いたしますときに過去の業績を審査の上登

録をいたしますので、その点については間

違いがない業者ということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私、記憶がもし正しければなんですけど、

現在あるチラーは確か１基じゃなくて何基

かあったと思うんですね。今回のこの9,８

５６万円に対しては何基なのか、現在のも

のと同じ数なのかどうかお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えします。 

  現在、チラーは８基ございます。そのう

ち３基が故障しております。それで運転を

しておるわけですけども、今回、チラーを

取りかえまして９基にして運転したいとい

うふうに考えておるところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そうすると、９基のうち新品なのは何台

なのか、これは１基分なのか、その説明と、

一問一答かな。 

○議長（永谷幸弘君） 

  いいえ。 

○９番（秋元美智子君） 

  これに対する保証の期間をお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えします。 

  今回につきましては全てのチラーを交換

いたします。 

  それと保証期間ですけども、工事につき

ましては瑕疵担保ということで１年という

ふうな契約になっております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 
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  よって、第４０号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第３「第４１号議案 動産の取得に

ついて」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それでは、第４１号議案、動産の取得に

ついて御説明申し上げます。 

  議案書の３ページ、４ページをお開き願

います。 

  本件は、小型動力消防ポンプ付積載車の

取得について、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得または処分に関する条例第

３条に規定する動産の買い入れに該当する

ことから、地方自治法第９６条第１項第８

号の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

  １点目、取得する動産でございますが、

小型動力消防ポンプ付積載車１台でござい

ます。 

  ２点目、契約金額は1,２６５万円。 

  ３点目、契約の相手方は大阪市東住吉区

杭全７丁目４番２１号、株式会社マトイ防

災、代表取締役奥村勇二でございます。 

  ４点目、契約の方法は随意契約でござい

ます。 

  なお、本件は５者を指名し指名競争入札

に付したところ、２者が辞退し３者が応札

いたしましたが、その３者全者が予定価格

を上回り、入札不調となりました。このた

め随意契約に付することとし、応札者のう

ち一番低い金額で応札したマトイ防災から

見積もりを徴したものでございます。 

  本件の予定価格は消費税込みで1,２７４

万1,７５０円で、落札率は９9.３％でござ

いました。納期は令和２年３月５日でござ

います。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４１号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  以上で、７月会議に付された事件は全て

終了いたしました。 

  お諮りいたします。７月会議は、本日で

閉会したいと思います。 

  これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、７月会議は、本日で閉会するこ

とに決定いたしました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  閉会に当たり、町長から挨拶がございま

す。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  本日の７月会議、大変ありがとうござい

ました。 

  最後になりますけれども、御報告させて

いただきます。 
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  各自治会と、今現在、町政懇談会という

形をさせていただいてまして、６月２４日

からずっと順番にさせていただいてますけ

れども、まず最初に全体でタウンミーティ

ングというお話をさせていただきましたけ

れども、行政連絡会、自治会のお集まりの

中の行政連絡会の中で地域の問題を話題に

したいということが強くございまして、今、

自治会ごとに、今、順番に地域の問題を聞

いているというところでございまして、今

のところ最終的に済むのが８月末ぐらいま

でかかりますけれども、今現在、５自治会

の方々とお話をさせていただきました。本

当に今まで聞き得ないような地域の問題点

でありますとか、いろいろな御意見を頂戴

することができました。今後もその内容を

順番に進めて、それぞれの地域の方々が安

心して暮らせる、そういう意見交換を常々

させていただいて、まちづくりに反映した

いと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

  本日は最終の御挨拶ということで本当に

ありがとうございました。失礼いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これをもって、令和元年豊能町議会７月

会議を閉じ、散会といたします。 

  大変に御苦労さまでございました。 

 

散会 午前１１時１６分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

第４０号議案 工事請負契約の締結について 

第４１号議案 動産の取得について
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

       署 名 議 員 ５番 

 

         同   ７番 

 

 

 

 

 


